
 

 

 

 

 

 

 

第 25 期  

第７回留萌市農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

開催日時：令和 6 年 3 月 29 日 午後 1 時 30 分～ 

 

開催場所：留萌市役所 3 階 第 2 委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留 萌 市 農 業 委 員 会 



第７回留萌市農業委員会総会議事録 

 

招集年月日   令和 6 年 3 月 1 日 

 

開催年月日   令和 6 年 3 月 29日 

 

開 催 場 所   留萌市役所 3 階  第 2 委員会室 

 

告示年月日   令和 6 年 3 月 18日 

        留萌市農業委員会告示第 8 号   

 

出 席 委 員   １番 田中 繁雄  ２番 野原 守   ３番 佐藤 剛信 

４番 室田 強志  ５番 馬淵 三喜男 ６番 中原 耕治 

７番 池田 孝明 １０番 田中 美智子  

 

欠 席 委 員   ８番 鈴木 博幸 

        ９番 阿部 明 

 

事務局職員   事務局長  榎 昭博 

        係  長  柏原 幸恵 

        主  事  松川 真也 

         

議事録署名委員 １番 田中 繁雄 

         １０番 田中 美智子 

 

書   記   係長 柏原 幸恵 

 

総 会 次 第 

 １．開  会   

 ２．会長挨拶   

 ３．議事日程 

  １ 議案第 11 号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に規定する農用地利用集

積案」について 

２ 議案第 12 号農地法第 5 条の規定による許可申請について 
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（午後１時００分開会） 

 

ただ今から第２５期第７回目の留萌市農業委員会総会開催させていただ

きたいと思います。開催にあたりまして、中原会長よりご挨拶していただき

たいと思います。 

 

 ～会長あいさつ～ 

 

 本日、「８番 鈴木委員」「９番 阿部委員」より欠席の通告がございま

した。現在の出席委員につきましては、１０名中８名ということで定足数に

達しているということから本総会は成立していることをご報告いたします。

それでは、議事につきましては会長の進行で進めてまいりたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

  

それでは、これより議事に入ります。まず、議事録署名委員及び会議書記

の指名を行います。留萌市農業委員会規定第１６条に規定する議事録署名委

員ですが、議長から指名させていただく事にご異議ございませんか？ 

 

 「異議なしの声あり」 

 

 それでは、議事録署名委員は「１番 田中繁雄委員」「１０番 田中美智

子委員」を指名いたします。また本日の会議書記は事務局職員の「柏原書記」

を指名いたします。 

それでは、審議に入ります。日程１の議案第１１号「農業経営基盤強化促

進法第１８条第１項の規定による農地利用集積計画案決定について」を上程

いたします。まずは、１４番・１８番について審議に入ります。 

農業委員会に関する法律第３１条第 1 項議事参事の制限により、当該委員

におかれましては退席を願います。 

 

（当該委員退席） 

 

それでは事務局より説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

これより質疑に入ります。ご発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

「挙手や質疑なし」 

 

よろしいですか。それでは、採決します。 

 議案第１１号第１４番・１８番について、原案のとおり決定することに
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賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

「全員挙手」 

 

全員賛成ですので、議案第１１号第１４番・１８番については、原案のと

おり決定いたしました。 

 

（当該委員入室） 

 

それでは、再開いたします。 

続きまして、第１５～１７番・第１９番について審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

これより質疑に入ります。ご発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

「挙手や質疑なし」」 

 

よろしいですか。それでは、採決します。 

議案第１１号第１５～１７番・第１９番について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

「全員挙手」 

 

全員賛成ですので、議案第１１号第１５番～１７番・第１９番については、

原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、日程２の議案１２号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を上程します。事務局より説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

これより質疑に入ります。ご発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

「挙手や質疑なし」 

 

よろしいですか。それでは、採決します。 

議案第１２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を

お願いします。 

 

「全員挙手」 

 

■全員賛成ですので、議案第１２号については、原案のとおり 
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決定いたしました。 

 

以上で、本日の議案の審議は、全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第 7 回留萌市農業委員会総会を閉会いたします。 

 おつかれさまでした。 

（午後２時００分閉会） 

 


